
山形県消費生活センター 注意喚起情報（令和８年６月）

相談先：消費者ホットライン 188（いやや！）局番なし 最寄りの相談窓口をご案内します

県消費生活センター

キャラクター

“ケロちゃん”

解約条件が複雑だったり、
解約料が発生したりする
かも！？

解約したくても、
「方法がわからない」
「電話が通じない」

こともあるよ！

連絡手段を要 チェック！

「定期縛りなし」は
「定期購入かも？」
と疑ってね！

小さい文字に
ズーム イン！

“おたまちゃん”

初回だけ安くて2回目
以降の値段が高額
かもしれないよ！

契約条件をス
クリーンショット

！

ネット通販の
消費者
レベルを

上げよう!

実は、解約するまで続く
定期購入の契約になって

いるかも！？

あま～い言
葉に

クリティカル
シンキング！

「ネット通販」の
消費者力
レベルアップ！

おさらいだよ！
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